
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

三

二

二

号

内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
二
二
号

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
の
適
格
性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
の
適
格
性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
の
（
三
）
か
ら
（
五
）
ま
で
、
六
及
び
七
の
（
四
）
に
つ
い
て

国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
関
又
は

団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
処
分
の
相
手
方
と
な
る
場
合
に
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六

十
号
）
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
般
私
人
と
同
様
の
立
場
に
お
い
て
処
分
の
相
手
方
と
な
る

場
合
に
は
、
同
法
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
お
け
る
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
に
関
し
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
沖

縄
県
知
事
が
当
該
事
業
の
事
業
者
で
あ
る
沖
縄
防
衛
局
に
対
し
て
行
っ
た
「
県
の
調
査
が
終
了
し
、
改
め
て
指
示
を
す
る
ま

で
の
間
、
当
該
許
可
区
域
を
含
め
、
当
該
工
事
に
係
る
海
底
面
の
現
状
を
変
更
す
る
行
為
の
全
て
を
停
止
す
る
こ
と
」
を
求

め
る
指
示
（
以
下
「
本
件
指
示
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
同
月
二
十
四
日
付
け
で
同
法
に
よ

る
審
査
請
求
（
以
下
「
本
件
審
査
請
求
」
と
い
う
。
）
及
び
執
行
停
止
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
執
行
停
止
申
立
て
」
と
い

う
。
）
が
同
局
か
ら
な
さ
れ
、
「
合
法
的
に
取
得
し
た
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
の
効
力
を
期
限
を
限
る
こ
と
な
く
実
質
的
に
停

止
さ
せ
、
岩
礁
破
砕
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
権
利
義
務
を
変
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
停
止
指
示
処
分
は
、

一



行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
さ
れ
る
処
分
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
等
の

主
張
が
な
さ
れ
た
。
農
林
水
産
大
臣
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
件
執
行
停
止
申
立
て
に
つ
い
て
同
局
の
申
立
人
と
し

て
の
適
格
を
認
め
る
と
と
も
に
、
「
本
件
指
示
が
任
意
で
工
事
の
停
止
を
求
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
審
査
請
求

人
に
対
し
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
係
る
海
底
面
の
現
状
を
変
更
す
る
行
為
の
全
て
を
停
止
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
る
も
の
」
な
ど
と
し
て
本
件
指
示
の
処
分
性
等
も
認
め
、
同
月
三
十
日
付
け
で
、
本
件
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
が
あ

る
ま
で
の
間
、
本
件
指
示
の
効
力
を
停
止
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
「
本
件
決
定
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
件
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
審
査
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い

て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
公
益
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
普
天
間
飛
行
場
は
、
沖
縄
県
宜
野

湾
市
の
中
央
部
で
住
宅
や
学
校
等
に
密
接
し
て
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
危
険
性
を
一
刻
も
早
く
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
の
た
め
に
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
辺
野
古
崎
地
区
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
水
域
に
代
替
施
設
を
建
設
す
る
現
在
の
計

画
が
、
同
飛
行
場
の
継
続
的
な
使
用
を
回
避
す
る
た
め
の
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

二



地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
く
是
正
の
指
示
及
び
同
法
第

二
百
四
十
五
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
く
代
執
行
等
に
つ
い
て
は
、
所
管
す
る
法
律
に
係
る
都
道
府
県
の
法
定
受
託
事
務
の
処

理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
等
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
法
定
受
託
事
務
の
適
正

な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
権
利
救
済
を
主
た
る
目
的
と
す
る
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
の

制
度
と
は
異
な
る
制
度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
適
用
の
先
後
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
農
林
水
産
省
と

し
て
は
、
現
在
、
沖
縄
防
衛
局
か
ら
な
さ
れ
た
本
件
審
査
請
求
に
つ
い
て
審
査
中
で
あ
り
、
本
件
指
示
が
是
正
の
指
示
又
は

代
執
行
等
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
を
し
て
い
な
い
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

国
の
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
審
査
請
求
を
行
っ
た
事
例
と
し
て
は
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
本

件
審
査
請
求
の
ほ
か
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

行
為
に
当
た
る
と
し
て
沖
縄
防
衛
局
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
海
域
生
物
調
査
の
た
め
の
辺
野
古
漁
港
区
域

内
の
占
有
及
び
調
査
に
係
る
協
議
に
対
し
、
こ
れ
を
不
許
可
と
す
る
旨
の
名
護
市
長
の
回
答
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
一

月
に
同
局
が
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
行
っ
た
事
例
が
あ
る
。

三



三
の
（
二
）
に
つ
い
て

行
政
庁
の
処
分
を
受
け
た
国
の
機
関
が
当
該
処
分
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
か
否
か
は
、
当

該
機
関
に
お
い
て
個
別
具
体
の
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

四
の
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
沖
縄
防
衛
局
は
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
は
、
「
沖
縄

県
宜
野
湾
市
の
中
央
部
で
住
宅
や
学
校
と
に
密
接
し
て
位
置
し
て
い
る
普
天
間
飛
行
場
の
継
続
的
な
使
用
と
こ
れ
に
伴
う
危

険
性
を
除
去
す
る
た
め
の
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
。
本
事
業
が
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
は
普
天
間
飛
行
場
の
返
還
の
大
幅
な
遅

れ
に
直
結
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
大
幅
な
遅
れ
の
間
、
同
飛
行
場
周
辺
の
住
民
は
騒
音
等
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
こ
と
に

な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
騒
音
等
に
よ
る
損
害
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
同
飛
行
場
周
辺
の
自
治
体
か
ら
、
政
府
に
対
し

て
、
累
次
に
わ
た
り
、
普
天
間
飛
行
場
の
返
還
に
係
る
要
請
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

日
米
両
国
の
合
意
に
基
づ
く
本
事
業
の
遅
れ
は
、
日
米
両
国
間
の
信
頼
関
係
に
回
復
が
困
難
な
ほ
ど
悪
影
響
が
及
ぶ
可
能
性

が
あ
り
、
外
交
・
防
衛
上
重
大
な
損
害
が
生
じ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
損
害
は
、
上
述
の
と
お
り
、
本
件
処
分
に
よ
り
、

四



ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
同
時
に
発
生
す
る
た
め
、
本
件
処
分
の
効
力
を
停
止
す
る
緊
要
性
が
明
ら

か
に
認
め
ら
れ
る
。
更
に
今
回
、
沖
縄
県
は
、
本
件
処
分
に
際
し
、
海
底
面
の
現
状
を
変
更
す
る
行
為
の
全
て
を
停
止
し
た

旨
の
報
告
を
七
日
以
内
に
行
う
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
本
件
対
象
許
可
を
取
り
消

す
こ
と
も
あ
る
と
し
て
お
り
、
本
件
処
分
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
み
な
ら
ず
、
護
岸
工
事
等
に
も
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
確
実
で
あ
る
」
と
し
て
本
件
執
行
停
止
申
立
て
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第

三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
処
分
・
・
・
に
よ
り
生
ず
る
重
大
な
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」

と
認
め
て
本
件
決
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
（
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
決
定
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
平
成
二
十
七
年
三
月

二
十
四
日
に
沖
縄
防
衛
局
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
執
行
停
止
申
立
書
」
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
同
月
二
十
七
日
付
け
で
沖

縄
県
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
執
行
停
止
に
関
す
る
意
見
書
」
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
各
内
容
を
精
査
し
た
上
で
、
本
件
執

行
停
止
申
立
て
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
、
本
件
指
示
の
効
力
の
停
止
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

五



御
指
摘
の
「
行
政
裁
量
の
統
制
の
原
則
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
審
査
庁
は
、
行
政
不

服
審
査
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
損
害
の
回
復
の
困
難
の
程
度
を
考
慮
」
し
、
「
損
害
の
性
質
及
び
程

度
並
び
に
処
分
の
内
容
及
び
性
質
を
も
勘
案
」
し
た
上
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
処
分
・
・
・
に
よ
り
生
ず

る
重
大
な
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」
か
否
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
、
一
般
的
に
、
所
管
す

る
法
律
に
基
づ
く
処
分
で
あ
っ
て
も
、
当
該
処
分
等
に
よ
り
損
害
が
生
ず
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
勘
案
す
べ
き

事
情
は
所
掌
事
務
の
範
囲
内
の
も
の
に
は
限
ら
れ
な
い
。
本
件
決
定
に
つ
い
て
は
、
本
件
指
示
が
農
林
水
産
省
所
管
の
水
産

資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
指

示
に
よ
り
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
は
、
審
査
庁
と
し
て
本
件
審
査
請
求
の
事
務
の
処
理
に
必
要
な
範
囲
内

に
お
い
て
一
切
の
事
情
を
勘
案
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

七
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
つ
い
て

水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
制
限
又
は
禁
止
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
異
な
る
漁
業
や
水

産
資
源
の
状
況
に
応
じ
て
行
う
必
要
が
あ
る
一
方
、
全
国
的
、
広
域
的
な
視
野
に
立
っ
た
調
整
を
も
行
う
必
要
が
あ
る
た
め

法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
法
を
所
管
す
る
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
そ
の
事
務
の
処
理
に
当
た
っ

六



て
必
要
な
解
釈
を
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
の
（
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
答
弁
は
、
埋
立
て
等
の
工
事
に
必
要
な
地
質
状
況
を
確
認

す
る
た
め
の
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
当
た
り
沖
縄
防
衛
局
が
行
っ
た
浮
標
等
の
ア
ン
カ
ー
の
設
置
が
、
当
該
ア
ン
カ
ー
を

海
底
に
置
く
行
為
に
す
ぎ
ず
、
海
域
に
お
け
る
地
殻
の
隆
起
形
態
で
あ
る
岩
礁
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
る
行
為
に
は
当
た
ら

な
い
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
執
行
停
止
に
つ
い
て
は
、
本
案
で
あ
る
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
が
あ
る
ま
で
の
間
、
審
査
請
求

人
の
権
利
保
全
の
た
め
に
行
わ
れ
る
暫
定
的
な
措
置
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
三
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
「
す
み
や
か
に
、

執
行
停
止
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
指
示
に
お
い
て
「
海
底
面
の

現
状
を
変
更
す
る
行
為
」
を
「
停
止
し
た
旨
の
報
告
を
、
本
書
受
領
後
七
日
以
内
に
行
う
こ
と
」
及
び
「
こ
の
指
示
に
従
わ

な
い
場
合
は
、
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
本
件
指
示
の
日
か
ら
七

日
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日
に
、
本
件
決
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

七



こ
れ
に
対
し
て
、
同
法
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
法
上
、
裁
決
ま
で
の
期
限
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
、

農
林
水
産
省
に
お
い
て
、
審
査
請
求
人
及
び
処
分
庁
の
主
張
等
の
内
容
を
精
査
し
、
本
件
指
示
の
適
法
性
も
含
め
て
審
査
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
決
の
時
期
及
び
内
容
に
関
す
る
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

八


